
学童保育クラブ利用手続き       Ⅲ 
 学童保育クラブの利用期間は、令和８年４月１日から令和９年３月３１日までの１年間（単年度）です。
現在、学童保育クラブを利用している児童も、年度毎に申請が必要です。 

利用申請配布物、時期 
内 容   

本書「令和８年度小学生の放課後の居場所 目黒区学童保育クラブ利用案内」 申請書類は目黒区公式ウェブサイトの検索ID:9572から取得できます。本書の巻末の様式も利用できます。 申請の際は取り外してご利用ください。 配布物 
令和７年１０月３１日(金)から 配布時期 
・放課後子ども対策課児童館係の窓口（総合庁舎２階、月～金曜日） ・各児童館及び学童保育クラブ（日曜日・祝日・年末年始12月29日～1月3日を除く。） 場 所 

利用申請受付 
申請時に学童保育クラブ在籍中の児童 

申請時期(一次～三次) 新規申請の児童   

持参：在籍している学童保育クラブ 
➀電子申請 (一次～三次) (9頁)参照 
➁持参・郵送：総合庁舎本館２階放課後子ども対策課 
 児童館係（目黒区上目黒２－１９－１５） 

申請 方法 
午前１０時～午後６時まで 
月曜日～土曜日（日・祝日・年末年始を除く）  

➀電子申請：随時 
➁持参・郵送：午前８時３０分～午後５時まで 
 月曜日～金曜日(土・日・祝日・年末年始を除く) 

受付 時間 
・現年度と違う学童保育クラブを希望する場合でも、現

在利用している学童保育クラブに申請してください。 
・正当な理由なく保育料を２か月以上滞納した場合は、

年度途中でも退所となります。また、次年度の申請審
査に影響します。 

現在学童保育クラブに在籍している児童のきょうだいも
新規利用の場合は、児童館係に提出してください。 

備
考 • 保護者及び児童の利用要件を満たしている場合に申請ができます。申請後に利用要件がなくなった場合は、 

   速やかに放課後子ども対策課児童館係へご連絡ください。 
• 申請に必要な全ての書類が不備不足なくそろった時点を申請日とし審査いたします。 
• 申請した希望学童保育クラブの変更はできません。 
• 一人分の児童の申請書類を複数の受付場所に提出することはできません。 
• 郵送申請の場合は、児童館係(学童保育クラブ)必着日を有効といたします。消印日ではありません。 

審査結果（書面） 一斉・随時申請受付時期 
申
請 
受
付 
時
期 

２月末発送予定 
３月上旬発送予定  
３月中旬発送予定 

一次 令和７年１１月４日（火）～ 令和７年１2月５日（金） 
二次 令和７年１２月８日（月）～ 令和８年１月３０日（金）    
三次 令和８年２月２日（月）～ 令和８年２月２７日（金） 
※同じ申請期間内であれば、日付による優先はありません    

一斉 

３月下旬以降発送予定 令和８年３月２日（月）以降 随時 随時 利用開始日が令和８年４月１日以降は、「利用希望日の２週間前」からの受付 
※申請数によっては、一次申請をした場合でもご希望の学童へ入所できず、待機になる場合があります。 
審査結果通知は保護者あて発送します。お手元に届きましたら内容をご確認ください。 
• 入所の場合「学童保育事業利用承認通知」 
• 待機の場合「利用調整結果」 
※ 私立学童保育クラブを利用の方（こどもの森、そらのした、祐天寺）は、「審査結果通知」及び「保育料支払

い案内」が私立学童保育クラブから発送されます。 
審査詳細「利用の審査・決定・通知（一次～三次）」（11頁）参照 

審
査 
結
果 
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